
 県中小企業制度資金 

経 営 力 強 化 保 証 

 

県内中小企業の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、もって県内中小企業の

経営力の強化を図ることを目的とする制度として、「経営力強化保証」を設けております。 

国が全国統一制度として定めた経営力強化保証制度を活用し、県内中小企業の資金調達

にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関（中小企業等経営強化法（平成１１年法

律第１８号）第３１条第２項の認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。）と連携して

県内中小企業の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行う制度です。 

■ 対  象  者 

県内に事業所を有する中小企業者（中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）

第２条第１項に規定する者をいう。以下同じ。）で、金融機関及び認定経営革新等支援機

関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者。 

■ 資 金 使 途 運転資金、設備資金 

経営安定関連保証（５号）については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型

コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金（注）を借り換える場合に限る｡ただし、上記

のいずれについても事業計画の実施に必要な資金に限る。   

■ 融 資 限 度 運転資金、設備資金 ５，０００万円 

運転資金と設備資金を併用する場合は、５，０００万円を限度とする。 

■ 融 資 期 間 ア 一括返済の場合 １年以内 

イ 分割返済の場合 

           運転資金 ５年以内（うち据置期間１年以内） 

           設備資金 ７年以内（うち据置期間１年以内） 

ただし、本制度によって信用保証協会の保証付きの既往借入金を借り換

える場合は１０年以内（うち据置期間１年以内）とする。 

■ 返 済 方 法 一括返済又は分割返済とする。 

■ 融 資 利 率 金融機関所定利率 

■ 保 証 料 必ず信用保証協会の保証付きとなります。（責任共有制度対象） 

区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

信用保証料率 1.25% 1.10% 0.95% 0.85% 0.80% 0.70% 0.50% 0.35% 0.35% 

なお、セーフティネット保証（5 号）については、０．５５％とする。 

■ 担 保  審査により担保が必要となる場合があります。 

■ 保 証 人 法人 原則として１名以上 

個人 必要により（原則第三者保証人は不要） 

■ 申 込 先 

県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、

福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よ

つば農業協同組合） 

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。 

  ＜問い合わせ先＞ 県庁 商工労働部 経営金融課 

   電話 ０２４－５２１－７２６２  ＦＡＸ ０２４－５２１－７９３１ 

   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 福島県中小企業制度資金 で検索してください。 


